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改正地球温暖化対策推進法（地域の脱炭素化の促進）の背景と
新たな仕組みの意義

ゼロカーボンシティを含めた地方自治体における地域の脱炭素化のためには、地域資源である再エネの活用が必要。その際、
地域経済の活性化や、災害に強い地域づくりなど、地域に裨益する再エネ事業とすることが重要。一方、再エネ事業に対す
る地域トラブルも見られるなど、地域における合意形成が課題。
これを踏まえ、温対法に基づく地方公共団体実行計画制度を拡充し、地域の環境保全や地域の課題解決に貢献する再
エネを活用した「地域脱炭素化促進事業」を推進する仕組みを創設し、地域の合意形成を円滑化しつつ、地域の脱炭素
化を促進。併せて、実行計画で定める再エネの利用促進等の施策について、 適切な実施目標の設定を促進する。

ゼロカーボンシティを含めた地方自治体における地域の脱炭素化のためには、地域資源である再エネの活用が必要。その際、
地域経済の活性化や、災害に強い地域づくりなど、地域に裨益する再エネ事業とすることが重要。一方、再エネ事業に対す
る地域トラブルも見られるなど、地域における合意形成が課題。
これを踏まえ、温対法に基づく地方公共団体実行計画制度を拡充し、地域の環境保全や地域の課題解決に貢献する再
エネを活用した「地域脱炭素化促進事業」を推進する仕組みを創設。地域の合意形成を円滑化しつつ、地域の脱炭素化
を促進する。併せて、実行計画で定める再エネの利用促進等の施策について、適切な実施目標の設定を促進する。

出典：地域経済循環分析データベース2015（環境省）から作成
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市町村別のエネルギー収支 再エネ導入による地域経済へのメリット
例）

太陽光発電（5,000kW※）導入

空き家対策なら188人の移住者※1、観光振
興なら18,880人の観光客※2の増加に相当。

※5kW/世帯としたときの1,000世帯分

地域住民・企業に年間最大約1.8億円
程度の経済波及効果※

※1 移住者の増加に伴う世帯支出（食料、公共サービスなど）の増加や建設業、
賃貸業への支出増など

※2 観光客の増加に伴う消費（宿泊、飲食など）の増加や公共交通の増加など

同じだけの経済波及効果を地域
に生み出すためには…

「令和２年度地域経済循環分析の発展推進委託業務」において、岩手県久慈市において原材料、資本金、
雇用を全て地域内で調達するという仮定の下で、地域経済循環分析のデータベースを活用して、最終的に地
域に帰着する経済波及効果を試算したもの（現在、委託業務中のため数値変更の可能性があります。）
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改正の内容 地域の脱炭素化の促進について（制度の全体像）

省令・ガイドラインでのルール整備、＋都道府県・市町村への資料提出・説明の要求

市町村全体での再エネ利用促進等の施策の実施目標
地域脱炭素化促進事業の促進区域（省令・都道府県の環境配慮の方針に従い設定）及び地域ごと
の配慮事項（環境配慮、地域貢献）

都道府県全体での再エネ利用促進等の施策の実施目標
市町村が地域脱炭素化促進事業の促進区域を設定する際の環境配慮の方針

政府による地球温暖化対策計画の策定
地球温暖化対策の推進に関する基本的方向、温室効果ガスの排出削減等に関する目標、施策の実施目標等

事業者による事業計画の申請

○都道府県＝事業推進の方向付け

市町村による事業計画の認定

認定事業に対する規制制度の特例措置
・自然公園法・温泉法・廃棄物処理法・農地法・森林法・河川法のワンストップサービス
・事業計画の立案段階における環境影響評価法の手続（配慮書）を省略

○市町村＝円滑な合意形成を図り、個別事業を促進

許可等権
者への
協議

地域協議
会での
協議

合意形成
プロセス
※２

住民や関
係自治体
への意見
聴取

都道府県・市町村による地方公共団体実行計画の策定

援助※１
（計画策定
の促進）

※１ 国及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の
援助を行うよう努める (第22条の12)。

※２ 住民その他の利害関係者や関係地方公共団体の意見聴取（第21条第10項及び第11項）や、協議会が組織されているときは当該協議
会における協議が必要（第21条第12項）。協議会は、関係する行政機関、地方公共団体、地域脱炭素化促進事業を行おうとする者等の事
業者、住民等により構成。
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＜事業のイメージ＞
• 再エネを導入し、災害時も含め地域に供給
• 再エネの導入と一体でEV等の電動交通インフラを整備
• 廃棄物エネルギーを地域供給し、その利益で省エネ機
器の普及を支援

（参考）地域脱炭素化促進事業計画・認定制度の活用によって
期待される効果（全体概要）

実行計画の策定 事業計画の認定
＜効果＞
地域の再エネ資源の利用目標・方針
の合意形成

• 地域の再エネ資源のポテンシャルを踏まえた意欲的
な目標設定

• 環境保全の観点から支障のなさそうな立地の選定
• 場所ごとに、環境配慮すべき事項や地域貢献の
取組を整理
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＜効果＞
事業の予見可能性の向上

• 地域配慮の観点からの事業候補地
の選定の円滑化

• 早期段階での関係者や課題の特定

＜効果＞
地域に貢献する優良事例を選定・推進

＜効果＞
事業実施の円滑化

• 関係法令のワンストップサービス

• 環境アセスの配慮書手続の省略
• 補助事業での加点措置等

申請

地
域
主
導
で
脱
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を
加
速

自然公園法（公園内開発）、温泉法（土地掘削等）
廃掃法（熱回収認定、処分場跡地形質変更）
農地法（農地転用）、森林法（林地開発許可等）
河川法（水利使用のため取水した流水を利用する発電の
登録）

計
画
の
策
定

公表 認定


